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家畜用浄化槽処理水に含まれる環境汚染物質を減らす技術を検討するため、

県内の酪農家及び養豚農家で使用されている回分式ならびにユニット式浄化槽

から排出される処理水の窒素及びリン含有量を調査した。 
調査した処理水 39 検体は、平均含有量で全窒素が 120.7mg/ℓ 、硝酸性窒素・

亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素が 34.4mg/ℓ 、全リンが 8.3mg/ℓ であった。

全窒素及びリン含有量は、ユニット式浄化槽より回分式浄化槽の方が、酪農よ

り養豚の方が多い傾向であった。一部の処理水では、有機態窒素やアンモニア

性窒素の割合が高く、浄化や硝化処理が十分に行われていないと思われる。 
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都市化の進んだ神奈川県では、家畜用浄化槽に

よる畜舎尿汚水の処理を推進してきた。家畜保健

衛生所の調査によると、2003 年 2 月 1 日現在、畜

舎排水処理が必要な県内畜産農家 713 戸のうち、

259 戸（36%）が家畜用浄化槽により処理を行っ

ている。 
社会的に環境への関心が高まる中、畜舎排水中

に含まれる窒素やリンが湖沼や河川の富栄養化

や地下水の硝酸塩汚染を招く懸念が生じている。

畜産経営から排出される環境負荷物質を減らす

ため、畜舎排水中の窒素やリンを減らす技術開発

が行われている 1）2）3）4）。 
2001年 6月に水質汚濁防止法施行令等の一部改

正が行われ、水質汚濁防止法の有害物質に「アン

モニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び

硝酸化合物」（硝酸性窒素等）が指定され、排水

基準として許容限度 100mg/ℓ が設定された。畜産

排水は 3 年間の暫定排水基準として許容限度

1500mg/ℓ が設定され、2004 年 7 月には暫定基準

の見直しにより許容限度は 1500mg/ℓ から 900mg/
ℓ に引き下げられた。硝酸性窒素等の暫定排水基

準の許容限度は、今後さらに引き下げられると予

想される。 

本研究では、家畜用浄化槽処理水中の窒素及び

リンの低減技術を導入ための基礎資料を得る目

的で、県内酪農家及び養豚農家の活性汚泥法によ

る家畜用浄化槽を対象に、処理水の窒素及びリン

の含有量の実態を調査した。 
 

材料及び方法 
１．調査対象 

県内の酪農家及び養豚農家で使用している活

性汚泥法による家畜用浄化槽 60 基（47 戸）を調

査対象とした（表１）。 
 
表１  調査した家畜用浄化槽の内訳 

種類＼経営 酪農 養豚 計 
回分式 25 10 35 
連続式 15 10 25 

計 40 20 60 
 
２．分析・測定方法 

家畜用浄化槽の処理水は、2000 年 7 月～9 月

に 38 基、2001 年 7 月～9 月に 22 基から採取し

た。家畜保健衛生所による処理水の水質検査で
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は、いずれの処理水も水質汚濁防止法の排出水

の基準である BOD160mg/ℓ 以下、COD160mg/
ℓ 以下、SS200mg/ℓ 以下及び大腸菌群 3,000 個

/cm3 以下で排水基準の許容限界を超える処理水

はなかった。 
処理水の分析は、下水道試験法 5）に準じて全

窒素（T-N）は紫外線吸光光度法で、アンモニア

性窒素（NH4-N）、亜硝酸性窒素（NO2-N）、硝酸

性窒素（NO3-N）はイオンクロマトグラフ法で行

った。T-N から NH4-N、NO2-N、NO3-N の合計を

引いたものを有機態窒素（ORG-N）とした。ま

た、水質汚濁防止法の有害物質に指定されてい

る「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸

化合物及び硝酸化合物」（硝酸性窒素等）は、

NH4-N に 0.4 を乗じたもの、NO2-N 及び NO3-N
の合計とした。 
全リン（T-P）の分析は、ペルオキソ二硫酸カ

リウムによる分解法で行った。検体のうち、2001
年 7 月～9 月に採材した 22 検体は T-P のほか、

溶解性全リン（S-T-P）リン酸イオン態リン

（ion-P）、溶解性リン酸イオン態リン（S-ion-P）
についても分析した。各データは分散分析及び t
検定により解析した。 
 

結果及び考察 
１．窒素 
（１）全窒素（T-N） 

処理水の T-N 濃度は全体で 132.3±116.2mg/ℓ
（平均±標準偏差、表２）、最高値は 777.2mg/
ℓ （連続式、酪農）であった。 

浄化槽の種類別に T-N 濃度の平均値をみてみ

ると、回分式が 121.87mg/ℓ 、連続式が 147.0mg/
ℓ で、連続式の方が高かったが有意な差は認め

られなかった。経営別についても、酪農と養豚

の平均値の間に有意な差は認められなかった。 
水質汚濁防止法に基づく排水基準の一般基準

における窒素含有量の許容限界 120mg/ℓ を超え

たのは、60 検体中 27 検体（45.0%）であった（図

１）。種類別では回分式が 35 検体中 16 検体

（45.7%）で連続式の 25 検体中 11 検体（44.0%）、

経営別では酪農が 40 検体中 17 検体（42.5%）、

養豚が 20 検体中 10 検体（50.0%）であった。 
現在、畜舎排水には一部の特定地域を除き窒

素含有量の規制は適用になっていないが、一般

基準が適応された場合、約半数の処理施設が許

容限界を超えることとなる。環境負荷の低減を

進めていく上で、窒素濃度削減に向けた取り組

みが必要である。 

 
（２）硝酸性窒素等 
処理水の硝酸性窒素等濃度は、全体で 40.7±

38.5mg/ℓ （表３）で、最高値は 249.6mg/ℓ （回

分式、酪農）であった。 
種類別では、回分式が 33.5mg/ℓ 、ユニット式

が 41.4mg/ℓ でユニット式の方が高かったが有

意な差は認められなかった。酪農と養豚との間

にも有意な差は認められなかった。 
畜産排水の暫定基準 900mg/ℓ を超える検体は

なかったが、一般基準の許容限界 100mg/ℓ を超

えたのは、60 検体中 3 検体（5.0%）で、すべて

連続式で、酪農 2 検体、養豚 1 検体であった（図

２）。全窒素に比べて硝酸性窒素等では許容限界

を超える施設は少なかった。 
今後、硝酸性窒素等の暫定基準は見直され、

将来的には一般基準の許容限界 100mg/ℓ まで引

き下げられる可能性がある。全窒素と同様に処

理水中の硝酸性窒素等の削減に向けた技術導入

を行う必要がある。 
（３）窒素の形態 

汚水中の窒素成分は、好気性条件下で微生物

の作用により ORG-N から NH4-N に分解され、

さらに硝化菌により NO2-N、NO3-N に酸化され
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図１  全窒素濃度の分布 

表２  処理水の全窒素濃度 
単位：mg/ℓ 、平均±標準偏差

経営

種類 酪農 養豚 平均 

回分式 
122.9 
±78.0 

119.1 
±81.0 

121.8 
±77.7 

連続式 140.6 
±182.6 

156.7 
±112.1 

147.0 
±155.7 

平均 129.5 
±125.7 

137.9 
±97.1 

132.3 
±116.2 

 

T-N（mg/ℓ ） 
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る。各窒素成分が検出された割合は、NH4-N が

55施設と最も高く、次にNO3-Nが 40施設、NO2-N
が 17 施設の順であった（表４）。 

形態別窒素成分の T-N に対する割合を表５に

示した。全体では ORG-N の割合は 36.7%と高く、

浄化槽での浄化処理が十分に進んでいない、あ

るいは浄化槽に処理能力以上の負荷がかかって

いると思われる。 
表６にイオン態窒素の形態別割合を示した。

処理水中のNH4-Nの割合は 71.7%と高いものの、

NO3-N の割合は 23.3%と低いことから、硝化反

応の進行も十分でないと思われる。 
種類別では、回分式は連続式に比べて ORG-N

の割合は高くて NO3-N の割合は低く、回分式浄

化槽で浄化や硝化が十分に進んでいない傾向で

あることがわかった。 
処理水の窒素含有量の削減にあたっては、浄

化槽の処理能力に応じた適切な処理を行うこと

に加えて、浄化槽の維持管理や運転管理により

効率的に浄化や硝化・脱窒を行うことが重要で

ある。川村らは、回分式浄化槽で間欠曝気運転

により処理中の窒素を低減することができるこ

とを報告した 6）。本調査では、浄化や硝化が十

分に進んでいない原因を明確にできなかったが、

今後これらの原因を究明し、畜産農家における

浄化槽の浄化や硝化・脱窒効率を高める検討を

行う必要がある。 
２．リン 
（１）全リン（T-P） 

処理水の T-P 濃度は、10.4±13.4mg/ℓ で、最高

値は 65.5mg/ℓ （回分式、養豚）であった（表７）。 
種類別の平均値では回分式と連続式の間に差は

みられなかったが、経営別では酪農が 5.3mg/ℓ 、

養豚が 20.7mg/ℓ と養豚の平均値が有意に高かっ

た（α=0.01）。 
排水基準の一般基準であるリン含有量の許容限

界 16mg/ℓ を超えたのは、9 検体（15.0%）であっ

た（図４）。種類別では回分式が 4 検体（44.4%）、

連続式が 5 検体（55.6%）であった。経営別では

酪農が 1 検体（11.1%）に比べ、養豚が 8 検体

（88.9%）であった。 
リンの形態別濃度を表 8 に示した。全体の T-P

濃度は 14.0mg/ℓ 、S-T-P 濃度は 11.1mg/ℓ 、Ion-P
濃度が 10.4mg/ℓ 、S-ion-P 濃度が 10.0mg/ℓ であっ

た。T-P に対する S-T-P の割合は 68.0%、Ion-P に

対する T-P の割合は 65.9%、S-ion-P に対する Ion-P
の割合は 89.9%であった。種類別、経営別による

割合の差はいずれの場合もみられなかった。T-P

表４  形態別窒素の検出数 
 ORG-N NH4-N NO2-N NO3-N

検出数 56 55 17 40 
％ 93.3 91.7 28.3 66.7 

 
 
表５  T-N に対する形態別窒素の割合 （%）

 ORG-N NH4-N NO2-N NO3-N
全体 36.7 44.2 3.5 15.7 

回分式 41.1 39.3 5.5 14.1 
連続式 30.6 51.0 0.5 17.9 

酪農 38.5 39.6 3.7 18.3 
養豚 33.2 53.3 3.0 10.5 

 
 

表６  イオン態窒素濃度と形態別窒素の割合 

 イオン態窒

素濃度 mg/ℓ
NH4-N 

% 
NO2-N 

% 
NO3-N

% 
全体 82.0 71.7 5.0 23.3 

回分式 65.3 70.3 8.0 21.7 
連続式 105.4 73.7 0.8 25.5 
酪農 79.0 67.5 4.9 27.6 
養豚 88.2 80.1 5.2 14.7 
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図２  硝酸性窒素等濃度の分布 

硝酸性窒素等（mg/ℓ ）

表３  処理水の硝酸性窒素等濃度 
単位：mg/ℓ 、平均±標準偏差

経営

種類 酪農 養豚 平均 

回分式 
33.8 

±24.1 
32.9 

±27.4 
33.5 

±24.7 

連続式 52.6 
±61.8 

47.8 
±31.2 

50.7 
±51.0 

平均 40.8 
±42.6 

40.4 
±29.6 

40.7 
±38.5 
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のうち S-T-P が約 70%を占めることから、汚水中

の SS 除去によるリン除去はあまり期待できない

と考える。 
豚は牛に比べて排せつ物中のリン濃度が高い 7）。

これが養豚経営の処理水にリン含有量が多い原因

と考える。処理水のリンは窒素と違いガス化しな

い。一般に活性汚泥法のリン除去率はあまり高く

ないと言われている 8）。 
福本らはイオン交換膜を用いた通電透析法によ

る処理水中からのリン回収を報告している 1）。T-P
に対する Ion-P の割合は全体では 65.9％、養豚経

営では 72.4％で、処理水中のリンはイオン化して

いる。このことから、イオン交換膜による通電透

析法は有効なリン除去法のひとつと考えるが、こ

のような処理には新たな除去装置が必要となり、

畜産農家への導入はコスト面で難しいと思われる。 
一方、鈴木らは、簡易な施設を用いて MAP 反

応による豚舎汚水中のリン除去技術を開発した 2）。

また、飼料の改善によるリン排せつ量の低減技術

も報告されている 9）10）。このように、家畜用浄化

槽処理水のリン含有量を削減するには、低コスト

なリン除去装置の開発に加えて、リン給与量の削

減や家畜の消化管内でのリンの吸収効率の向上な

ど総合的な取り組みが必要であると考える。 
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表７  処理水の全リン濃度 
単位：mg/ℓ 、平均±標準偏差

経営

種類 酪農 養豚 平均 

回分式 
6.5 

±5.0 
19.4 

±21.2 
10.2 

±13.1 

連続式 3.2 
±2.1 

22.1 
±17.0 

10.8 
±14.1 

平均 5.3 
±4.4 

20.7 
±18.8 

10.4 
±13.4 
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図４  全リン濃度の分布 

 
表８  形態別リン濃度と割合 

 検体

数

T-P 
mg/ℓ

S-T-P 
mg/ℓ  

Ion-P 
mg/ℓ  

S-ion-P
mg/ℓ

全体 22 14.0 11.1 10.4 10.0 
回分式 9 11.5 9.3 8.4 8.4 
連続式 13 15.6 12.3 11.7 11.1 
酪農 12 5.3 3.9 3.5 3.5 
養豚 10 23.5 19.7 18.6 17.8 

   S-T-P 
/T-P 

Ion-P 
/T-P 

Ion-P
/S-ion-P

全体 22  68.0% 65.9% 89.9%
回分式 9  70.9% 65.3% 97.4%
連続式 13  66.0% 66.3% 84.7%
酪農 12  64.6% 60.5% 87.4%
養豚 10  72.0% 72.4% 92.9%

 

T-P（mg/ℓ ） 


